
特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス

役員報酬規程について

定款で「役員報酬は支給しない」とい う旨の規程を設けているため、定款の 1ページロ

と役員報酬について規定した条文のページのコピーを添付 した。



特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス 定款

第 1章 総則

(名称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人ブラーマ・クマリスという。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。

第 2章  目的および事業

(目 的)

第 3条 この法人は、国際的レベルでも認められる自立したよき市民としての自己を

社会一般と協調しながら確立し、社会を平和でより良いものにしていくために

生活の質の向上と人間関係の改善に役立つ活動を自発的に創意工夫し、提案実

施していく基盤としての人格向上、特に心と精神の健康を基本とした意識向上

に役立てるための情報提供、社会教育、シンポジウム、国際協力活動を行い、

不特定多数の市民の利益向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動

を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(0国際協力の活動

(事業)

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、次のような特定非営利活動に係

る事業のみを行うこととする。

(1)心 と精神の健康推進及び人格向上と意識向上のための教育研修事業

(2)心 と精神の健康推進及び人格向上と意識向上のための指導者育成事業

(3)心 と精神の健康を中心とした平和を推進するためのシンポジウム開催事業

(4)心 と精神の健康推進及び人格向上と意識向上、ブラーマ・クマリス・イン

タナショナルが国際機関と協力して実施する国際平和運動に関する情報提

供事業

第 3章 会員

(種別)

第 6条 この法人の会員は、次の 2種とし、正会員を持つて特定非営利活動促進法 (以

下 「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同じ賛助するために入会した個人。
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(入会)

第 7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2   正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、

理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めな

ければならない。

3   理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面

をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)

第 9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡したとき。

(3)継続して 2年以上会費を滞納したとき。

(0除名されたとき。

(退会)

第 10条

(除名)

第 11条

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを

除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を

与えなければならない。

(1)こ の定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。

(入会金および会費の不返還)

第 12条 既納の入会金、会費は、返還しない。

第4章  役員及び職員

(種別及び定数)

第 13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理 事  3名以上 10名 以下

(2)監 事  1名以上 2名 以下

2 理事のうち、1名 を理事長、2名 を副理事長とする。

(選任等)

第 14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2   理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内

の親族が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以

内

4
(職務 )

第 15条

の親族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになつてはならない。

監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。
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2   副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行する。
3   理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この

法人の業務を執行する。
4   監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合
には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(0前号に報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第 16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2   補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間とする。
3   役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わなければならない。

(欠員補充)

第 17条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞

な

くこれを補充しなければならない。

(解任)

第 18条 役員が次の各号の一に該当する至つたときは、総会の議決により、これを解

任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を

与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(D職務上の連反義務その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

(報酬等 )

第 19条
2

3

(職員 )

第 20条
2

第 5章  総会

(種別)

第 21条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2種とする。

(構成)

第 22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

すべての役員は、報酬を受け取ることができない。

役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前 2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

この法人に、事務局長その他の職員を置く。

職員は、理事長が任命する。

０
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(開催 )

第 24条
2

第 23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(0事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任、職務

(7)入会金及び会費の額

(D借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。

第 49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

通常総会は、毎年 1回開催する。

臨時総会は、次の各号の―に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面を

もつて招集の請求があつたとき。

(3)第 15条第 4項第 4号の規定により、監事から招集があつたとき。

(招集 )

第 25条
2

総会は、前条第 2項第 3号の場合を除き、理事長が招集する。

理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による申請があつたときは、

その日から30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面又は電磁的方法をもつて、少なくとも 5日前までに通知しなければならな
い 。

(議長)

第 26条

(定足数)

第 27条

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する.

総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開催することができな

い。

(議決)

第28条  総会における議決事項は、第 25条第 3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2   総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を

もつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第 29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2   やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され

た事項について書面又は電磁的方法をもつて表決し、又は他の正会員を

代理人として表決を委任することができる。

3   前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について

は、総会に出席したものとみなす。

3

4



4   総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に

加わることができない。

(議事録)

第 30条 総会の議事については、次の次項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面表決者若しくは電磁的方法表決者又は表決

委任者がある場合にあっ

ては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(の 議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2    議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名 以上が署

名又は記名押印しなければならない。

第 6章  理事会

(構成)

第 31条

(権能)

第 32条

理事会は理事をもって構成する。

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催 )

第 33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から会議の目的である事項を記載した

書面又は電磁的方法をもつて招集の請求があつたとき。

(3)第 15条第 4項第 5号の規定により、監事から招集の請求があつたとき。

(招集 )

第 34条
2

3

理事会は、理事長が招集する。

理事長は、前項第 2号及び第 3号の規定による請求があつたときは、その日

から 10日 以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した

書面をもつて、少なくとも 5日 前までに通知しなければならない。

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

理事会における議決事項は、第 34条第 3項の規定によつてあらかじめ通

した事項とする。

理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

(議長)

第 35条

(議決)

第 36条

2

″
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第 37条
2

各理事の代表権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され
た事項について書面又は電磁的方法をもつて表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、次条第 1項の適用については、理事会に
出席したものとみなす。

理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
加わることができない。

(議事録)

第 38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者又は電磁的方法に
あつては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(0議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が
署名又は記名押印しなければならない。

第 7章  資産及び会計

(資産の構成)

第 39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(D事業に伴う収益

(6)その他収益

(資産の区分)

第 40条 この法人の資産は、特定非営利法人活動に係る事業に関する資産の 1種類と
する。

(資産の管理)

第 41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

(会計の原則)

第 42条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従つて行うものとする。
(会計の区分)

第 43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の 1種類とする。
(事業計画及び予算)

第 44条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議
決を経なければならない。

(暫定予算 )

３
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第 45条

2

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ

収益事業を講じることができる。

前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第 46条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第 47条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関

する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2   決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第 48条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(臨機の措置)

第 49条 予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければな

らない。

第 8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第 50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項につ

いては所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項

を除く。)したときは、所轄庁に届けなければならない。

(解散)

第 51条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(の 合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2   前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の 3以

上の承諾を得なければならない。

3   第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければなら

ない。

(残余財産の帰属)

第 52条 この法人が解散 (合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したと

きに残存する財産は、国に譲渡するものとする。
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(合併)

第 53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の 3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第 54条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して
行う。ただし、法第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法
人のホームページに掲載して行う。

第 10章  雑則

(細則)

第 55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。

付 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  本多 瑞枝

副理事長 DAUロロRUM RAJNIALIAS RAJmNI
(ダウラ トラム ラジエ アリアス ラジユラニ)

同    高山 郁子

理事   浅岡 仁美

同    JAMES LEE
(ジ ェイムス リー)

同    森村 千春

同    柳田 幹代

監事   田中 正明

3 この法人の設立当初の役員の任期は第 16条第 1項の規定にかかわらず、成立の日
から平成 12年 6月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44条の規定にかかわらず、設
立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第 49条の規定にかかわらず、成立の日から平
成 12年 3月 31日 までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げる
額とする。

(1)入会金  3,000円
(2)年会費 12,000円

特定非営利活動法人プラーマ・クマリス

理事  滝沢 裕子

以上、この定款が正しい事を証します.
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特定非営利活動法人ブラーマ ロクマリス 職員賃金規程

(総則)

第 1条  この規程は、特定非営利活動法人ブラーマ・クマ リス (以下、「本法人」とい う)の職

員に対する賃金の支給に関して基本事項を定める。

(賃金の種類)

第 2条 本法人の職員の賃金の種類は以下のとお りとする。

(1)基本給

(2)通勤手当

通勤に要する公共交通機関を用いた合理的経路による実費を支払 う。

(3)時間外勤務手当

基本給÷月平均所定勤務時間×1.25× 時間外勤務時間数

(4)休 日勤務手当

基本給÷月平均所定勤務時間×1.35× 休 日勤務時間数

(5)深夜勤務手当

基本給÷月平均所定勤務時間×0.25× 深夜勤務時間数

(賃金の決定)

第 3条 本法人の職員の基本給は、職員の職務内容、勤続年数、学歴、年齢、経験、能力、前職

での給与、及び本法人の財務状況等を総合的に勘案し、両者相談の上、各人ごとに代表理事が決

定する。

(賃金の支払)

第 4条 賃金は、職員に通貨でその全額を指定された日座に支払 う。ただし、法令等で職員の負

担すべきものと定められた社会保険料、税金、その他本人の同意を得たものは控除する。

2 賃金は、毎月 1日 から31日 までを計算期間とし、翌月の 15日 に支給する。ただし、支給 日

が休 日にあたる場合はその前 日に支給する。

3 新任のときは、職員となつた日から、賃金額に変更の生 じた者には、変更の生じた日から日

割計算により支給する。

4 職員が死亡又は退職 したときは、その日までの賃金を日割計算により支給する。

5 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、賃金を支給 しない

(改廃等)

第 6条  この規程の改廃は理事会の決議により行 う。

2 この規程で定めることのほか、職員の賃金は法令等及び各人ごとの雇用契約書で定めるとこ

ろにより支給する。

3 この規程で定めることのほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附則 この規程は令和 3年 6月 13日 から施行する。



書式第 17号 (法第55条関係)

活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関す る事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス 事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

(1)収益の源泉別の明細

の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員受取会費 288,000円

賛助会員受取会費 108,000円

受取寄付金 10,242,000円

事業収益 800円

受取利息 50円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
口 計 10,638,850円

先
」上
1日

△
口 計

入 金    額

該当なし 0円

0円

円

円

円

円

当なし

そ



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 0円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等取引先の氏名等

法人との

関  係
住所又は所在地

0円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

2,010,000円 寄附金

800,000円 寄附金

600,000円 寄附金

500,000円 寄附金

440,000円 寄附金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

3,784,000円 東京教室・事務所賃借料

2,200,000円 神戸教室賃借料

1,000,000円 福山教室賃借料

638,000円 新ウェブサイ ト制作費用

154,239円 会計用 PC購入費



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.4。 17

R3。 3.31

3,784,000円
東京教室・事務所賃借

料

R2.4.1

R3.3.31

1,000,000円 福山教室賃借料

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 るものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

る [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]5

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

500,000円

300,000円

600,000円

200,000円

240,000円

R2年 10月 29日

R3年 3月 9日

R2年 11月 27日

R2年 5月 22日

R2年 11月 2日

100,000円

100,000円

50,000円

30,000円

20,000円

R2年 10月 22日

R3年 3月 24日

R3年 3月 31日

R2年 5月 27日

R2年 7月 6日

60,000円

100,000円

20,000円

20,000円

円

R2年 9月 16日

R2年 12月 8日

R3年 2月 3日

R3年 3月 31日

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし

合   計

0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



実  施  日 使 途 金   額

該当なし 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③及び⑤については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③
2020年 4月 1日～m21年 3月

31日 6人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
6人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

∝意1申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観曜等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q重聾」璽聾室≧塑生_菫璽璽□E図菫腱壺饉 2_■菫担堕凶塑量菫Ш」堕≦上菫主_

項
日
【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

[亘□

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

第3表 (次葉)

∝意1申曰

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:自E)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

ェック 3表)

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝ゆ 第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を支言のと

おりに記載します。

口の各欄

)\a44fr 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③りから「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はレ可

に「○」した場合には監査証明書を添

付L:≦Lく_だ」生__

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の_「昼堕」__に _[〇」

した場合にIよ 第3表付表2「帳簿組

」餞12:盤i鰹
`」

__を:證叡:L:述 :」:L`≦ :≦_だ杢

霊ヒ

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

はい

匝ヨ



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人

プラーマ・クマ リス
③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 6人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

滝沢 裕子

本多 瑞枝

五十嵐 悦子

中平 里枝子

衛藤 郁子

嶋田 ひろ子

理事

理事

理事

監事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

平成20年7月 1日

就任

平成20年7月 1日

就任

平成26年7月 22

日就任

平成26年 7月 22

日就任

平成 29年 5月

21日 就任

平成30年5月 20

日就任



法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (ソ リマチ会計王)使用

ルーズリーフ

2ヵ 月に 1回 7年

補助元帳 会計ソフト (ソ リマチ会計王)使用

ルーズリーフ

2ヵ 月に 1回 7年

仕訳日記帳 会計ソフト (ソ リマチ会計王)使用

ルーズリーフ

2ヵ月に 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(1職:目6贖D

「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝頭し、「出麺 、「振替伝源し、:研金出納帳」、「総勘定昴L:などのように記載します。

「左の根簿等の形態」欄は、「単票」、町レーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、:Ⅷ時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:密周)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス チェック欄

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 1実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

⑮ ◎ ① ◎ ① 申諦寺項
日
【 ③

有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

有

□

有 ・無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無
政治_上σ):主義を引憑筐し、ラに持し、j又はこれ

に鯖 る濁舅助

有

回

有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申訂郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して4拐 llσttll益の供

与の有無

有。国 有・無 有。無 有・無 有。無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特男IIの利益の供

与の有無

有。国 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して補調:]σ汗I掲豊の供与の有無
有。国 有。無 有・無 有。無 有。無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。国 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(注意1珂D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても調載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬観膿等提出:密罰)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

ロ



法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図閲覧に関する細則 eν朝眼|:D等がある場合には、そC痢唄|:1籠 虜́脚D等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 停業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源疎口:1の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは割附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及̈ びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 5表)

∝憲申D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

(洒読劇

"D。 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類):こ配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非催鉢!l活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 征 有 ・ 無 有 鉦 有 毎 有 征 有 征

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らカマ)利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第7コ は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観膿等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 □
ヒ」 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

設立年月日 平成  年  月  日事業年度 月  日～ 月  日

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人ブラーマ・クマリス チェック欄

認定、
は認定、 ることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 臼 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 餞2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (1認

定、特例認定及び認定の有効期凹の三狙の主壼堕笙塁i二旦菫聾塑目璽量艶笙L:菫世重:量」堕垂堕遅i醒IШIL上菫2生L並び
I二凹墨昼道庄墨壁 」立区堕埜量金ら菫量:壺量壁1上:ヨ!型塑!墨i菫:」〔望:過l堕!重:醒□1墜!墜i臼l立1塾産:塁と!笙ユ主主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定り障新1括動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定ブキ増禾!蛭副法人が特例鵬定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営禾1括動法人又は当該特伊i認定特定非消禾l括動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 囲

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定非営禾1擬観促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しなし渚の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 国

，
“ 認定又は榊 晰認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 |*1,r.IrrrYi

＾
０ 定款又は事業計画

.書
の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・ いいえ

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上董墜二墨畳コ整墾奎量量笠!奎L堕菫1回睦」量塑:菫」堕艶塾E壁]書

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Ｆ０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい。

「
いえ

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団 は い ・

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
。


